
庄原市行政評価シート 令和５年度評価
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事務事業名 ドローン活用推進事業

所管 企画振興 部 いちばんづくり 課

予算科目

会計 款 項 目 事業

01 02

実施期間 平成 28 年度～ 令和

01 02 0410

一般会計 総務費 総務管理費 企画費 ドローン活用推進事業

年度 （終期設定が無い場合は終期を空白）

HPアドレス https://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/government/seisaku/cat03/sosei/post_652.html

実施目的
近未来技術「ドローン（無人航空機）」を活用した基幹産業の蘇生及び地域経済の活性化を目的とし、庄原市及び
官民連携組織「庄原グローバル・ドローンイノベーション協議会」（以下、「協議会」という。）との連携によるドローン活
用の普及啓発、実証実験を通じた新たな事業化等に取り組む。

事務事業
の概要

１．市の取り組み
　（１）ドローンの安全な活用や法令遵守等に関する周知・啓発活動
　（２）庄原グローバル・ドローンイノベーション協議会との連携による様々な分野におけるドローン技術の活用研究
　（３）市が保有するドローン（汎用機５台・産業用２台）の維持管理、活用
　　※産業用ドローンは農林振興公社へ貸付けを行い、公社が請け負う農薬散布に活用
　【Ｒ５予算額】
　　ドローン管理経費ほか　344千円
２．庄原グローバル・ドローンイノベーション協議会
　（１）ドローン技術を活用した市内産業の発展を目的とした情報交換・意見交換
　（２）農業・林業・建設・防災・教育などの分野における事業提案
　（３）実証実験を通じた事業化の検討
　【構成員】
　　商工団体・森林組合・農業団体・建設事業者・ドローン関連企業（アドバイザー）
　【Ｒ５予算額】
　　協議会負担金　315千円

対象者 市職員・市民・市内企業 対象者数など 不特定

根拠法令等 航空法、小型無人機等飛行禁止法、民法、道路交通法、電波法、庄原市職員ドローン飛行マニュアル

・市所有ドローンメンテナンス等　0千円
・市保有ドローン保険料（汎用機５台）　102千円／Wi-fi借り上げ料　99千円／その他　8千円
・協議会負担金　142千円（実証実験　災害時のドローン飛行ルート検証実験）

4

年度

（単位：千円）

事業費

項目 内容 R2 R3 R4

年
度
別
実
績
概
要

令和 ・市所有ドローンメンテナンス等　修繕料ほか289千円
・市保有ドローン保険料（汎用機５台・産業用２台）　482千円／Wi-fi借り上げ料　96千円
・協議会負担金　289千円（実証実験　植林時下草狩り負担軽減 ドローン除草剤散布実証実験）

2

年度

令和 ・市所有ドローンメンテナンス等　修繕料ほか142千円
・市保有ドローン保険料（汎用機５台）　139千円／Wi-fi借り上げ料　100千円
・協議会負担金　0千円（市長査定により０円）

3

年度

令和

計

事
業
費

需用費 ドローンメンテナンスにかかる修繕 289 142 0 431

役務費 機体保険料・Wi-fi通信費 578 239 201 1,018

負担金 協議会負担金 289 0 142 431

計　 1,156 381 343 1,880

0

地方債 0

一般財源 1,156 381 343 1,880

その他 0

協議会開催回数 回 2 2 1 3 6

指標名称 単位 基準値 R2 R3

(インプット)

財
源

国県支出金

11
(アウトプット) 0

市保有ドローン（汎用機）の飛行回数 回 13 3 2 6

R4 計

実績

件 0 1 0 1 2

0

備考

成果

市保有ドローン（産業用）の活用による公社売上 千円 0 336 419 324 1,079

協議会による実証実験数

(アウトカム)
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事務事業名 ドローン活用推進事業
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B
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C

A

B

C

評価項目 所管課 市民意見 評価委員会 評価平均(上段)・分布(下３段)

同じ分野の他の事業と比較し、優先度が高い事業である。 1 0

同じ分野の他の事業と比較し、優先度は中くらいの事業である。 1 0

（評価は、A=1,B=0,C=△1とした平均値で、A,B+,B,B-,Cの５段階判定） 市民意見 評価委員会

優　先　度 C A C 0.5 △ 1.0

対象者以外にも、おおむねの内容は知られている事業である。 0 0

対象者には、おおむねの内容は知られている事業である。 0 7

同じ分野の他の事業と比較し、優先度が低い事業である。 0 7

認　知　度 C C B △ 1.0 0.0

費用に対して、効果・成果が高い事業である。 1 0

費用に対して、効果・成果が中くらいの事業である。 1 6

一部の者を除き、事業があることすら知られていない。 2 0

有　効　性 B A B- 0.5 △ 0.1

市職員・市民・市内企業

受益者(対象者)は、満足している事業内容である。 0 1

どちらともいえない。 0 6

費用に対して、効果・成果が低い事業である。 0 1

受益者満足度 B - B - 0.1
※受益者:

目的・費用・自己負担・内容等から、対象者以外も納得できる事業である。 1 0

どちらともいえない。 1 6

受益者(対象者)が、満足できない事業内容である。（改善要望がある　ほか） 0 0

市民（納税者）納得度 B A B- 0.5 △ 0.1

収益性や技術面から民間での実施が難しく、市が実施すべき事業である。 1 0

民間での実施も可能であるが、公共性・公平性などから市が関与すべき事業である。 1 0

目的・費用・自己負担・内容等から、対象者以外は納得できない事業である。 0 1

代　替　性 C A C 0.5 △ 1.0

市民(団体等を含む。)の自立を促進する事業である。 1 0

市民の自立促進までは期待できないが、条例の趣旨(市民が主役のまちづくり)に沿った事業である。 1 1

市の関与は委託や助成とし、民間等での実施を検討すべき又は市が関与する必要はない事業である。 0 7

まちづくり基本条例適合性 ― A C 0.5 △ 0.9

課題

　黎明期（平成28～30年度）には、当時最先端技術であったドローンを県内他市町に先駆けて導入し、上記「視点」のとおり市・協議会
を中心に事業展開を図った。その後、農業法人等でドローンによる農薬散布が普及し、企業によっては国の実証実験（スマート農業実
証プロジェクト等）に取り組まれるなど、民間主体による事業展開が活発化したことから、取り組みは一定の効果があったと考えられる。
　一方で、事業主体が民間へ移行し、市や協議会の関りや果たす役割が少なくなったこと、またデジタル技術という幅広い定義の中で、
ドローンは１つのツールとして捉えることが適当であり、現在、ドローンそのものにスポットを当てた事業展開は検討し難い状況にあることか
ら、事業としては一旦終了し、取り組みの課題や成果を検証することで、今後のデジタル技術活用事業の展開へ活かすこととしたい。

条例の趣旨に沿った実施形態となるよう、手法・内容を見直すべき(終了を含む。)事業である。 0 6

所管課評価 終了

視点

　平成28年度に国の地方創生加速化交付金を活用することで、汎用ドローン５台、産業用ドローン２台を購入し、庁内外におけるドロー
ンの普及啓発や利活用推進を図ったほか、平成29年度は市内企業向けのセミナー開催や操縦者養成研修などを行った。
　また、平成30年度には官民連携組織である「庄原グローバル・ドローンイノベーション協議会」を設立し、官民によるドローンの普及啓
発活動に加え、基幹産業である農林業分野におけるドローン活用推進、実証実験によるドローンの有効性などについて検討を行った。
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庄原市行政評価シート 令和５年度評価

事務事業名 ドローン活用推進事業

現行どおり 拡充 縮小 終了 総回答数

市民意見
（プラモニ）

分
布 2 0 0 0 2

※市民意見は、意見数集計のみを評価とします。（プラモニとしての総括評価はありません。）

主
な
意
見

【現行どおり】
・過疎化の進む当市において、ドローンの活用は生活面においても必要性を増すものと思われる。
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庄原市行政評価シート 令和５年度評価

事務事業名 ドローン活用推進事業

⑤

①

②

③

④

⑥

⑦

詳細

終了

【縮小】

現行どおり 拡充 縮小

【終了】

　本事業については、事業開始当時はドローンの普及前だったことなどから事業の推進により今後の活用や協議会設立
などにより当初の目的を達成されたことと、今後の方向性等が整ったことに加え民間によるドローンの活用が進んできたこ
となどから、市としては終了することがふさわしいと思える。

  既に目的は達成されているし、民間でできることは民間でやるべきだから。

　さまざまな分野でドローンを活用した取り組みがされており、過疎化による人手不足を補う手段であったり、地域活性化
につながる事業に活用できたりと、これから伸びていく事業であるが、民間の事業者で担える状態にあることの説明もあり
市の事業としては終了でよいと思う。
　メンテナンスや更新にかかる経費の助成は他の担当課で応援できるよう予算化してあればと思う。
　今後、子どもたちのドローン体験の場やさまざまな企画の中でアイディアを出し、行政にしかできないことを新たに企画し
てほしい。

　担当課の課題に示してあるとおり、現在ドローンそのものにスポットを当てた事業展開は検討し難い状況である為、歳出
を他の事業へ回すことも考慮し一旦終了するべきと考える。ただし、保有しているドローンについては貸し出し分も含めて
適切に管理し、使用できる場面で有効活用されたい。

　民間事業者で担える状態にあるのなら市の事業は終了して、民間で一つの事業として発足すればいいと思う。

備考

行政評価
委員会評価 終了 ※行政評価委員会の摘録（会議内容）はホームページに

掲載しています。

総括
意見

　本事業によるこれまでの取組の成果として、市内において民間事業者によるドローンの活用が進んでおり、「ドローンの普
及・啓発」という事業開始当初の目的は達成されたものと言える。このことから、本事業については終了し、今後は、ドロー
ンを活用した地域課題の解決に向けた新たな活用方法の検証へとステップアップされたい。現在市が保有する機体につ
いては、引き続き適切な管理のもと活用されたい。

※委員会における最終的な評価として総括したもので、分布の多い評価を優先するものではありません。　

分
布 0 0 1 6

各
委
員
の
意
見

今後の事業
実施の方向性

　事業としては成果を出されたものと考える。私の地域でも農薬散布などでドローンを活用しておられる方はかなりおられ
る。ドローンオペレーターの育成もあった事業なので、今後は新たなデジタル技術活用事業へ向けてのアイテムの一つと
して活用をお願いしたい。

　一次産業や災害関連の分野については、一定の知見の蓄積はあったものの、その他分野でのアプローチが希薄であっ
たため、本事業の取り組みや全国的な活用状況をもとに、直接的な利活用事業へのステップアップが期待される。
　（国家資格取得支援　講習会開催、受講料助成など）
　（宅配物、郵便物、処方薬等の配送、測量、などの運用（操作）者の拡大充実化など）
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